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募集 令和 2年度鳥取市市民まちづくり提案事業（市民活動促進部門）申請団体募集

中中！ 
  

 

 

 

 

    

    

◆対象事業：まちづくり、福祉、子育て、地域文化・芸術・スポーツ、防犯・防災、環境、人権、農林、観光

などの地域の課題解決や活性化のために行う取り組みで、不特定かつ多数のものの利益

の増進に寄与する事業 

◆対象事業の実施期間：交付決定を受けた日以降（令和 2年 7月上旬）～令和 3年 3月 31日まで

の期間に行われる事業 

◆対象団体：市民活動拠点アクティブとっとり登録団体 

          ※団体登録は、鳥取市ボランティア・市民活動センターで随時登録可能です。 

◆助成コース：①創造的な市民活動事業（スタート型）  

             助成上限額：10万円（助成率 10/10）、助成件数 2団体程度 

             設立後 3年未満の市民活動団体 ※1団体につき１回限り 

           ②公益的な自主事業（ステップアップ型） 

             助成上限額：20万円（助成率 4/5）、助成件数 2団体程度 

             設立後 1年以上の市民活動団体 ※1団体につき 3回まで（スタート型含む） 

◆募集期間：令和 2年 4月 20日（月）～5月 25日（月） ※17:00必着 

          ※申請をご希望の方は事前に電話、FAX、メールでご相談ください。 

   ◆申込先：鳥取市ボランティア・市民活動センター 電話 0857-29-2228 FAX0857-29-2338 

鳥取市の市民活動を応援します！！ 

鳥取市ボランティア・市民活動センター情報紙（5・8・11・2 月発行） 

5 月 25 日（月） 

 19:00～20:00 

2020.5 

Vol.192 

※講座、相談会は予約制です。参加をご希望の方は事前にお申込みください。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止する場合があります。ご了承ください。 

はじめてみませんか？ 
～ボランティア入門講座～ 

 
これからボランティア活動

をはじめてみたい方向けの

講座です。ボランティア募

集情報、活動先の探し方な

どをご説明します。 

 

市民活動団体のための 
助成金相談会 

 
助成金情報の収集方法、申

請方法、申請書記入のポイ

ント説明や、活動に応じた

助成金申請のご相談を受付

けています。 

 

センター主催講座・相談会のご案内 

5 月 22 日（金） 

①14:00～ ②14:45～ 

 

5 月 19 日（火） 

①18:00～ ②18:45～ 

NPOなんでも相談会 

団体の立上げ（NPO 法人、

任意団体）、組織運営等に

お悩みがある方を対象にし

た相談会です。 
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さざんか会館 1階ロビーで登録団体の活動展示を行いました！ 

令和2年1月～3月の間、さざんか会館1階のロビーを活用し６団体に日頃の活動紹介やイベント

案内を掲示していただきました。 

報告 

  

 

鳥取コミュニティシネマ 

（特）鳥取県自閉症協会 鳥取県東部手話サークル連絡協議会 

鳥取盲ろう者友の会 

 

 

 

 

 

世界自閉症啓発デーの PR と 
日頃の活動紹介を展示してい
ただきました。 
 

 

県東部地区で活動されている
13 の手話グループの様子を
写真付きで紹介されました！ 

 

活動紹介と点訳音訳

講習会の PR をされ

ました。 

映画上映会の案内と活動歴
を紹介いただきました。 

 

ピアサポートグループ フレンズ 

パープルデー等の案内をされ、
この展示をきっかけに新しい
会員さんが入会されたそうで
す！ 

 

普段のサポート支援や交流会
の様子、会員の方が作成された
美術作品を展示されました。 

 

桑の実会 

案内 ～安心してボランティア活動に参加いただくために～ 

「鳥取市社会奉仕活動等補償制度（ボランティア保険制度）」にご登録ください。 

 鳥取市では、ボランティア活動、奉仕活動中の万が一の予期せぬ偶発的な事故に備え、「鳥取市社会奉仕活

動等補償制度」を設けています。鳥取市が保険料を負担しておりますので、無料でご登録できます。鳥取市内で

ボランティア活動、奉仕活動をされる際は当センターにお問い合わせの上、活動前にご登録ください。 

 

■対象となるボランティア活動 

  1 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設その他公共施設又は公共的施設の環境整備活動 

  2 防火、防災、防犯、交通安全、公衆衛生及び青少年愛護、育成のための活動 

  3 高齢者、障がい者等に対する看護、援護、更生等の活動 

  4 鳥取市の事業に協力する活動 

  5 1～4までに類する活動  

上記の 1～5のいずれかに該当する活動で、次の①～③までのすべてに該当する活動をいいます。 

 ※補償を受けるためには、事前に登録が必要です。 

  ①自らの利益を目的とせず、社会に貢献することを目的とする活動 

  ②無報酬の活動（交通費、食事代など費用弁償程度の支給は無報酬とみなします） 

  ③日帰りの活動 

注）対象外の活動…〇学校行事等に係るボランティア活動  〇保険上対象外となっているボランティア活動 

 

登録は随時受付しております。補償内容につきましては当センターホームページで閲覧できます。 

当センターホームページ：http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/ 

 

登録票は当セ
ンターホーム
ページからダ
ウンロードで
きます。 

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/
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          プラン 

保険金額 
基本プラン 天災・地震補償プラン 

死亡保険金 1,040 万円 1,040 万円 

後遺障害保険金（限度額） 1,040 万円 1,040 万円 

入院保険金日額 6,500 円 6,500 円 

手術 

保険金 

入院中の手術 65,000 円 65,000 円 

通院中の手術 32,500 円 32,500 円 

通院保険金日額 4,000 円 4,000 円 

地震・噴火・津波によるケガ × 〇 

賠償責任（限度額） 5 億円 5 億円 

保険料 350 円 500 円 

～事務所等移転のお知らせ～   

これまで 4プランがありましたが 2プランに整理されました。 

ご加入前に補償内容等ご確認ください。 

当センター事務所及び団体専用ロッカーが移転いたします。移転先は下記の通りです。 

5月 9日・10日に移動作業を行います。新事務所での業務開始は 5月 11日からとなります。 

 

 

ボランティア活動保険について 
ボランティア活動

保険のご加入を 

お考えの方へ 

さざんか会館 1 階 

会館入口 

会館入口 

階段 

鳥取市社会福祉協議会 
事務所（地域福祉課） 

湯沸室 

さざんか会館 
管理事務所 

アクティブとっとり 
会議室 

テラス 🈟団体専用 
ロッカー室 🈟団体専用 

ロッカー室 

会議室 

🈟鳥取市ボランテ

ィア・市民活動セ

ンター及びファミ

リー・サポート・

センター事務所 

女子 

便所 

男子 

便所 
エレベーター 

多目的トイレ 

※交流サロン、情報ボック

ス等はロビーに設置。 
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区分 募集期間 補助限度額 

若者チャレンジ型（1 次募集） 5/11（月）～6/15（月） 15 万円 

スタートアップ型（2 次募集） 5/25（月）～6/29（月） スタート支援 10 万円 

ステップアップ支援 30 万円  

とっとりドリーム型（2 次募集） 5/1（金）～5/29（金） 200 万円 

助成金情報 

発行・問合せ先：鳥取市ボランティア・市民活動センター   

〒680-084 鳥取市富安二丁目 104-2 さざんか会館 1 階 

        電話 0857-29-2228 FAX0857-29-2338 

        E-mail：tvc@tottoricity-syakyo.or.jp 

                開所時間【平日】8:30～17:15 ※土日祝休み 

 

編集後記 

新型コロナウイルス感染症は、世界的流行によ

り早期の終息が見通せない状況にあります。 

鳥取県内でも、感染拡大を防ぐためイベントが

中止、延期となり、施設の利用休止により活動が

制限されている現状です。日常生活も不要不急の

外出を控える状況が続き、当たり前だった日常が

一変してしまいました。感染拡大を防ぐため、外出

できない窮屈さはありますが、発想を転換して、家

でできることがあるかもしれません。窓を開けて換

気すると風が気持ち良かったり、いつもは気付か

ないことを感じられることもあります。早くいつもの

生活が戻るよう、今できる事をやっていこうと思い

ます。（上） 

  

令和 2年度令和新時代創造県民運動推進補助金〔鳥取県〕 

 

鳥取市ボランティア・市民活動センター登録状況〔2020 年 4 月 1 日現在〕 

アクティブとっとり登録団体数 144 団体 ／ ボランティア登録数 50 名（個人） 1 団体 

 

〇古切手 

・若葉台地区社会福祉協議会 さま      

・栗田 輝子 さま  

・N.S さま（鳥取市国安） 

 

〇古切手・ハガキ・テレホンカード 

・鳥洋会（旧鳥取三洋電機退職者でつどう会）さま  

                   

〇古切手・ハガキ 

・ガールスカウト鳥取県第 1団 さま 

ご協力ありがとうございました。 

ホームページ 
QR コード 

■対象団体：地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有すること（法人格の有無は問わない） 

NＰＯ、ボランティア団体、住民主体の実行委員会、自治会等の地域住民組織、企業、商工団体、各種産業団体及び

その青年部組織 など 

■対象となる活動：次のような事業を主体的に行うことにより地域の活性化を図る活動 

 ・地域資源を活かしたまちづくりを図る事業  ・伝統・文化の保存や活用を図る事業 

 ・自然環境や景観保全を図る事業         ・安心・安全な地域づくりを図る事業 

 ・福祉・健康づくりを促進する事業         ・地域内、地域間交流・人材育成を促進する事業 

 ※対象とならない活動 

  ・単なる文化講演会、音楽鑑賞会、スポーツイベント等の事業   ・県外のみで実施する事業 

 

 

 

 

 

 

■窓口・問合せ先：鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課〔鳥取市東町一丁目 220〕 

              電話 0857-26-7248 FAX 0857-26-8112 

 

mailto:tvc@tottoricity-syakyo.or.jp

